
まちのデータ
（令和 5年（2023 年）11 月末日現在）

人口 2万 5,428 人
男 1万 2,061 人
女 1万 3,367 人

1 万 740 世帯

吉 備 庁 舎
  52－2111金 屋 庁 舎

清水行政局

環 境 セ ン タ ー 52 − 5384
プ ラ ス チ ッ ク 収 集 場 52 − 7855
休 日 急 患 診 療 所 52 − 4882
有 田 聖 苑 52 − 3055
子 育 て 支 援 センター { 52 − 5474

090-7966-1697
有田川町 少 年 センター 52 − 8744

相
談

◆
◆
◆

1
月
の
行
政
相
談

●
1
月
11
日
（
木
）

・
き
び
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー　

13
時
30
分
～
16
時

問
総
務
課
（
吉
備
庁
舎
）

年 

金

◆
◆
◆

20
歳
に
な
る
あ
な
た
に

国
民
年
金
は
老
後
の
暮
ら
し
を
は
じ

め
、
事
故
な
ど
で
障
害
を
負
っ
た
と
き
や

一
家
の
働
き
手
が
亡
く
な
っ
た
と
き
に
、

み
ん
な
で
暮
ら
し
を
支
え
合
う
と
い
う
考

え
方
で
作
ら
れ
た
仕
組
み
で
す
。

20
歳
以
上
60
歳
未
満
の
日
本
国
内
に
お

住
ま
い
の
方
は
、一
部
の
方（
※
）を
除
き
、

国
民
年
金
に
加
入
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い

ま
す
。
国
民
年
金
に
加
入
す
る
と
、
毎
月

保
険
料
を
納
め
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

収
入
が
な
い
な
ど
、
今
す
ぐ
保
険
料
を
納

め
る
こ
と
が
難
し
い
と
き
は
、納
付
免
除
・

猶
予
制
度
や
学
生
納
付
特
例
制
度
が
あ
り

ま
す
。
手
続
き
は
、
住
民
登
録
し
て
い
る

市
町
村
役
場
で
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

（
※
）
厚
生
年
金
保
険
加
入
者
や
共
済
組

合
加
入
者
、
前
記
の
者
に
扶
養
さ
れ
て

い
る
配
偶
者

問

住
民
課
（
吉
備
庁
舎
）

｝

税 

金

◆
◆
◆

国
民
健
康
保
険
税

産
前
産
後
減
免
制
度
の
開
始

令
和
6
年（
2
0
2
4
年
）1
月
よ
り
、

産
前
産
後
期
間
の
国
民
健
康
保
険
税
を
減

免
す
る
制
度
が
開
始
さ
れ
ま
す
。

●
対
象
／
令
和
5
年
（
2
0
2
3
年
）

11
月
1
日
以
降
に
出
産
予
定
の
国
民
健

康
保
険
被
保
険
者
の
方

※
妊
娠
85
日
（
4
カ
月
）
以
上
の
出
産
が

対
象
（
死
産
、
流
産
、
早
産
お
よ
び
人

工
妊
娠
中
絶
の
場
合
も
含
み
ま
す
）

●
免
除
方
法
・
対
象
期
間
／
出
産
予
定
月

（
又
は
出
産
月
）
の
前
月
か
ら
出
産
予

定
月
（
又
は
出
産
月
）
の
翌
々
月
ま
で

の
4
カ
月
相
当
分
の
保
険
税
が
免
除
さ

れ
ま
す
。

※
多
胎
妊
娠
の
場
合
は
出
産
予
定
月
（
又

は
出
産
月
）
の
3
カ
月
前
か
ら
6
カ
月

相
当
分
が
免
除
さ
れ
ま
す
。

※
令
和
5
年
（
2
0
2
3
年
）
11
月
～

令
和
6
年
（
2
0
2
4
年
）
1
月
（
多

胎
の
場
合
は
令
和
6
年
（
2
0
2
4

年
）
3
月
）
に
出
産
予
定
の
方
は
、

産
前
産
後
期
間
の
う
ち
令
和
6
年

（
2
0
2
4
年
）
1
月
以
降
の
期
間
の

分
の
み
が
免
除
さ
れ
ま
す
。

●
受
付
期
間
／
出
産
予
定
日
の
6
カ
月
前

か
ら
届
け
出
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
出

産
後
の
届
け
出
も
可
能
で
す
。

●
届
け
出
に
必
要
な
書
類
／
①
減
免
申

請
書
、
②
母
子
健
康
手
帳
な
ど

問
税
務
課
（
吉
備
庁
舎
）

令
和
5
年
（
２
０
２
３
年
）
分

確
定
申
告
会
場

湯
浅
税
務
署
で
は
確
定
申
告
会
場
を
開

設
し
ま
す
。

●
開
設
期
間
／
2
月
16
日
（
金
）
～
3
月

15
日
（
金
）

※
土
・
日
・
祝
日
を
除
く
。

●
相
談
受
付
時
間
／
16
時
ま
で

※
確
定
申
告
会
場
の
混
雑
状
況
に
よ
っ
て

は
16
時
以
前
に
相
談
受
け
付
け
を
終
了

す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
了
承

く
だ
さ
い
。

※
税
務
署
の
確
定
申
告
会
場
で
は
、
ス
マ

ホ
に
よ
る
確
定
申
告
書
の
作
成
お
よ
び

電
子
申
告
を
推
進
し
て
お
り
ま
す
。
ス

マ
ホ
を
お
持
ち
の
方
は
ス
マ
ホ
・
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
持
参
を
お
願
い
し

ま
す
（
暗
証
番
号
も
お
忘
れ
な
く
）。

●
土
地
等
譲
渡
所
得
お
よ
び
贈
与
税
の
相

談
は
、
担
当
者
が
従
事
し
て
い
る
日
に

お
越
し
く
だ
さ
い

・
日
程
／
2
月
16
日
（
金
）、19
日
（
月
）、

21
日
（
水
）、26
日
（
月
）、28
日
（
水
）、

3
月
4
日
（
月
）、
6
日
（
水
）、
8
日

（
金
）、
11
日
（
月
）、
13
日
（
水
）、
15

日
（
金
）

問

湯
浅
税
務
署　

☎
６
３
‐
５
３
５
１

城 山 出 張 所 23 − 0001
粟 生 連 絡 所 22 − 0351
五 郷 出 張 所 22 − 0254
安 諦 出 張 所 26 − 0001
水 道 課 52 − 5356
下 水 道 課 53 − 1031
ＡＬＥＣ（ ア レッ ク ） 52 − 4730

交通事故発生件数
（11月中、物損含む）

有田川町 43 件
死者 0人　負傷 1人

有田湯浅警察署調べ

お知らせお知らせ

27 広報ありだがわ　2024.1


